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JSGニュースレター

COVID-19感染拡⼤期間、

2021年株主総会の開催延期申請が可能

クライアント各位

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

台湾会社法（以下「会社法」）第 170 条第 1 項及び第 2 項には「会

社は株主総会を毎年少なくとも1回招集し、毎年会計年度の終了後6か

⽉以内に開催しなければならない。ただし、正当な理由をもって主管

機関に届出、許可を受けた場合は、この限りではない。」と規定され

ています。経済部は 2020年 4⽉ 16⽇付経商 10902015230号通達に

おいて「会社は重度の特殊感染性肺炎(COVID-19)感染拡⼤によって、

2020 年の株主総会の開催が困難である場合、当該防疫要因は正当な理

由に属すると認められ、会社法第 170 条第 2 項の規定により、主管機

関に開催延期を申請することができる。ただし、株式の公開発⾏会社

については、証券主管機関が別途定める規定がある場合、その規定に

従うこととする」としています。



COVID-19が依然猛威を振るっていることを受け、経済部は 2021年

3 ⽉ 4 ⽇付けで経商 11002405470 号通達を公表しました。「重度の

特殊感染性肺炎(COVID-19)」感染拡⼤によって 2021 年の株主総会の

開催が困難な場合、2020 年 4 ⽉ 16 ⽇付の当該規定に基づき、主管機

関に株主総会開催の延期を申請することができる」としています。

勤業衆信の⾒解

1. 台湾証券取引法第 36条第 7項の規定に基づき、株式を上場し

ている、⼜は証券会社の営業所で株式を売買している会社

は、株主総会を毎年会計年度の終了後 6 か⽉以内に開催しな

ければならず、会社法第 170 条第 2 項但書の規定は適⽤され

ません。従って、上場、店頭登録、エマージング（興櫃）会

社は今年 6 ⽉末までに 2021 年の株主総会を開催する必要が

あります。また、⾦融監督管理委員会の規定により、全ての

上場企業が電⼦形式による議決権⾏使を議決権の⾏使⽅法の

⼀つに挙げなければならず、株主総会の開催通知において電

⼦投票の議決権⾏使⽅法を記載しなければなりません。よっ

て、会社は株主に電⼦投票による議決権⾏使の⽅法を⽰すこ

とで、株主の権益を保障することができます。ただし、株主

の意思表⽰は株主総会開催の 2 ⽇前までに会社に通知される

ことが条件となります。

2. 会社法第 170 条第 2 項の「正当な理由をもって主管機関に届

出、許可を受けた場合、株主総会の開催を延期できる」とい

う規定は個別に申請が必要な案件に属します。よって、株式

の⾮公開発⾏会社⼜は⾮上場、⾮店頭登録及び⾮エマージン

グ（興櫃）の株式公開発⾏会社は、確かに防疫要因によって

2021 年の株主総会の開催が困難である場合、6 ⽉末までに当

該事由を会社の登記を⾏った主管機関に個別に申請し、許可

を得ることにより初めて株主総会の開催延期が適法となりま

す。

過去のニュースレターはこちら

台湾 JSGのホームページはこちら
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⽇商組新聞稿

COVID-19疫情期間，公司召開 110年股東

常會有困難者可依法申請延期

依公司法第 170 條第 1 項及第 2 項之規定，公司股東常會每年⾄少召集⼀

次，並應於每會計年度終了後六個⽉內召開。但有正當事由經報請主管機關

核准者，不在此限。經濟部前於 109年 4⽉16⽇以經商 10902015230號

函⽰，公司若因「嚴重特殊性傳染性肺炎(COVID-19)」疫情期間，致召開

109 年股東常會有困難者，該防疫因素得認屬「正當事由」，可依公司法第

170 條第 2 項規定，向主管機關申請延期召開。但公開發⾏股票之公司，證

券主管機關另有規定者，從其規定。

鑒於 COVID-19 疫情迄今尚未趨緩，經濟部再於 110 年 3 ⽉ 4 ⽇以經

商 11002405470號函⽰，有關「嚴重特殊性傳染性肺炎(COVID-19)」疫

情期間，公司召開 110年股東常會有困難者，仍可依 109年 4⽉ 16⽇函規

定，向主管機關申請延期召開股東常會。



勤業眾信觀點

1. 依證交法第 36 條第 7 項規定，股票已在證券交易所上市或於證券商
營業處所買賣之公司，其股東常會應於每會計年度終了後六個⽉內召
開；不適⽤公司法第 170 條第 2 項但書規定。準此，已上市、上櫃
及興櫃之公司仍應於今年 6 ⽉底前召開 110 年股東常會。⼜全體上
市櫃公司已應⾦融監督管理委員會之規定，須將電⼦⽅式列為表決權
⾏使⽅式之⼀，並應於股東會召集通知載明電⼦投票⾏使表決權之⽅
式。因此，公司可提醒股東以電⼦投票⽅式⾏使表決權，以保障其股
東權益；惟股東之意思表⽰應於股東會開會前⼆⽇送達公司，以符規
定。

2. 公司法第 170 條第 2 項有正當事由經報主管機關核准者，得延期召

開股東常會之規定，允屬個案申請核准性質。因此，非公開發⾏股票

之公司或未上市、上櫃及興櫃之公開發⾏股票之公司，若確有防疫因

素，致有召開 110 年股東常會之困難者，應於 6 ⽉底前個別提出事

由向其公司登記主管機關申請延期召開，並經核准，始為適法。
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